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監査の結果 措置の内容 

（検討を求める事項） 

小中学生各種スポーツ大会等出場激励金につい

て 

 対象者（選手）について要綱で「激励金の交付

対象者は、社会体育で活動している小学生の児童

および中学校の生徒のうち、佐賀市に住民登録

し、居住している者で次の各号のいずれかに該当

する者とする。」と規定しているが、対象者の住

所について申請書等で確認できないものや学校

名の確認をもって対象者と認めているものがあ

った。このことについては、前回監査時にも指摘

していたが改善されていなかった。 

 また、対象者（指導者）について「団体競技で

出場する場合は指導者１人を加えることができ

る。ただし、指導者についても、佐賀市に住民登

録し、居住している者に限る。また、出場する団

体が市外の団体の場合は、指導者を加えることは

できない。」と規定しているが、市外に拠点があ

る団体についても市内施設での練習を行ってい

たことから市内の団体と同等であると認め、指導

者へ補助金を交付しているものがあった。しか

し、「市外の団体」や「指導者」についての明確

な定義は定められていなかった。また、申請時に

指導者名簿等の提出を求めていないため、対象者

について口頭で確認しているものもあった。 

 このような取扱いは、補助金交付事務としては

不適切である。 

 対象者の要件については補助金交付決定に係

る重要事項であるため、明確な定義を定められた

い。また、申請書の見直しや名簿の提出を求める

ことで、対象者であることを確認されたい。加え

て、補助金交付事務に関するチェックシートを作

成し、複数人で確認できるよう体制を整えられた

い。 

 

 

 

 対象者の住所確認につきましては、選手の住所を記

載する名簿様式を新たに作成いたしましたので、申請

書への添付を求めます。様式につきましては、ホーム

ページへの掲載や競技団体へ通知することで広く周

知を図ります。 

また、「佐賀市小中学生各種スポーツ大会出場激励

金交付要綱」の趣旨が、社会体育で活動している佐賀

市の小学校の児童および中学校の生徒が九州規模以

上の大会に出場する場合に、その活躍を祈念し激励す

ることを目的としていることから、要綱を見直し、補

助金の交付対象者を選手のみに一部改正しておりま

す。 

さらに、補助金交付事務を複数で確認できるようチ

ェックシートを作成いたしましたので、適正に事務を

行うよう職員に周知徹底を図ります。 

 


